
上天草市サッカー協会規約 
 
 

第１章 名  称 
 

第１条 本会は上天草市サッカー協会と称する。 
 
 

第２章 目  的 
 
第２条 本会は上天草市内におけるサッカー競技の健全な普及発展と競技力の向上を

図る事を目的とする。 
 
 

第３章 組  織 
 
第３条 本会は日本サッカー協会制定のサッカー競技規則によりサッカーを    

行う団体であって本会に加盟登録された者をもって組織する。 
 
第４条 本会に個人会員をおくことが出来る。本会の目的に賛同し本会の普及    

発展に寄与するものを個人会員とする。 
 
第５条 本会に、次の部会を設ける。 
（１）地域部会 
（２）社会人部会 
（３）学校部会 
（４）審判部会 
（５）指導者部会 
（６）女性部会 

 
 

第４章 事  業 
 

第６条 本会は第２条の目的を達成するため次の事業を行う。 
（１）競技会及び講習会の主催、後援及び認可 
（２）競技技術・審判技術の指導研究 
（３）競技の普及・強化及び広報、宣伝 
（４）その他必要な事項 
 
 

第５章 役  員 
 
第７条 本会に次の役員をおく。 
（１）理事  １５名以内（うち会長１名、副会長１名、専務理事１名、会計理事１名） 
（２）監事    ２名    （理事と監事を兼ねることはできない） 
 



第８条  会長、副会長、専務理事、会計理事、及び監事は、理事会で推薦し総会におい
て選任する。 
２  理事は各部会から選出する。 
 
第９条 役員の職務は次のとおりとする。 
（１）会長は本会を代表し会務を統括する。 
（２）副会長は会長を補佐し会長に事故ある時はその職務を行う。 
（３）理事は会務の審議及び執行にあたる。 
（４）専務理事は会長の命を受け会の庶務にあたる。 
（５）会計理事は本会の会計をつかさどる。 
（６）監事は本会の会計を監査し会長に報告する。 
  
第１０条 役員の任期は２年とし再任はさまたげない。欠員が生じた時は前任者の残任

期間とする。 
 
 

第６章 会  議 
 
第１１条 本会の会議は、総会、理事会、及び部会とする。 
 
第１２条  総会は会長が招集し、会長が指名する者が議長となる。 
２  理事会は会長が招集し、会長が議長となる。 
３  部会は会長が招集し、部会代表者が議長となる。 
 
第１３条  総会は加盟団体を代表する者の過半数の出席により成立し、出席者の過半数
でこれを決する。 
２  総会には加盟団体の代表する者以外の会員も出席し自由に意見を述べることがで
きる。但し採決の場合、表決に加わることはできない。 
３  理事会の会議成立及び表決は総会の規定を準用する。 
４  部会に関する事項は部会で決定する。 
 
第１４条 総会は、次の事項を審議し議決する。 
（１）会長、副会長、専務理事、会計理事、及び監事の承認 
（２）事業計画及び予算・決算の報告と承認 
（３）本会規約の改廃 
（４）理事会に委任する事項 
（５）その他重要な事項 
 
第１５条 理事会は、次の事項を審議し執行する。 
（１）役員改選に伴う会長、副会長、専務理事、会計理事、及び監事の推薦 
（２）事業計画の立案及び予算案の作成、決算の審議 
（３）その他総会に提案する議題の事前審議、作成 
（４）総会で理事会に委任された事項 
（５）本会の諸規程の制定・改廃 
 
第１６条 部会は、本会及び部会に関する事項について審議する。 



２  部会は、本会の役員となる理事を選出する。 
 
 

第７章 会  計 
 
第１７条 加盟団体は、新規加盟団体は加盟時に、既加盟団体は毎年ごとに、登録料を

納入しなければならない。個人会員は毎年ごとに、会費を納入しなければならない。 
２  登録料及び会費は別表１のとおりとする。 
 
第１８条 本会の経費は次にあげるものをもって充当する。 
（１）登録料 
（２）会費 
（３）事業収入 
（４）補助金 
（５）寄付金 
（６）その他 
 
第１９条 本会の会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 
 
第２０条  この規約に定めのない事項については、理事会に諮って会長が定める。 
 
 

附  則 
 

１ この規約は２００５年（平成１７年）５月１８日より施行する。 
 
２ ２００６年（平成１８年）４月２７日一部改正。 
 
 
別表１（第１７条関係） 

登録者の種別 登録料または会費の額 備  考 

小学生以下の団体 １，０００円 

中学生の団体 １，０００円 

高校生の団体 ２，０００円 

一般の団体 ２，０００円 

個 人 会 員 １，０００円 

１．登録者が混合する団体は上位

の登録料とする（代表者・指導

者を除く）。 
 
２．上記団体が、２以上の種別大

会に出場する場合は、その種別

ごとに登録料を納めなければな

らない。 

 
 


